
 

令和７年度青梅市親子ふれあい事業実施要領 

 

１  目  的  

青 少 年 が 地 域 活 動 に 参 加 す る 機 会 や 場 を 提 供 す る と と も に 、 親 子 の ふ

れ あ い 、 異 年 齢 交 流 や 地 域 交 流 を 通 じ て 、 地 域 社 会 全 体 で 青 少 年 の 健 全

育 成 を 図 る こ と を 目 的 と し て 開 催 す る 。  

２  主  催  

青 梅 市 ・ 青 梅 市 青 少 年 健 全 育 成 地 区 委 員 長 連 絡 協 議 会  

３  共  催  

青 梅 市 ス ポ ー ツ 推 進 委 員 協 議 会 ・ 青 梅 市 教 育 委 員 会  

４  種  目  

本 大 会 の 種 目 は 、 ボ ッ チ ャ （ チ ー ム 戦 ） と す る 。  

５  開 催 日 程  

令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 （ 日 ）  

受 付 開 始 ： 午 前 ８ 時 ５ ０ 分  

開 会 式： 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か ら  

競 技 開 始 ： 午 前 ９ 時 ４ ５ 分  

６  会  場  

住 友 金 属 鉱 山 ア リ ー ナ 青 梅  第 １ ス ポ ー ツ ホ ー ル  

（ 河 辺 町 ４ － １ ６ － １ ）  

７  参 加 資 格  

市 内 在 住・在 勤・在 学 の 者 が 、１ チ ー ム ３ ～ ６ 名 の チ ー ム を 編 成 す る 。  

選 手 の 年 齢 や 障 が い の 有 無 は 問 わ な い が 、 ボ ッ チ ャ の 大 ま か な 規 則 を

理 解 し て い る も の と す る 。  

選 手 全 員 が 中 学 生 以 下 の チ ー ム 代 表 者 は 原 則 １ ６ 歳 以 上 と す る 。  

競 技 補 助 者 （ ラ ン プ オ ペ レ ー タ ー 等 ） は １ チ ー ム に 対 し 専 属 の 補 助 者

を １ 名 配 置 す る こ と が で き る が 、 選 手 登 録 は で き な い 。  

８  競 技 規 則  

日 本 ボ ッ チ ャ 協 会 競 技 規 則 お よ び 本 大 会 規 則 に よ る 。  

９  競 技 方 法  

 (1) 予 選 リ ー グ 、 決 勝 ト ー ナ メ ン ト 、 優 勝 お よ び ３ 位 決 定 戦 を 行 う 。  

(2) 予 選 リ ー グ は ２ エ ン ド 制 、 決 勝 ト ー ナ メ ン ト は ４ エ ン ド 制 と す る 。  

(3) 上 記 を 予 定 と す る が 、 参 加 チ ー ム 数 に よ り 変 更 あ り 。  



 

１ ０  使 用 球 お よ び 補 助 具  

使 用 球 は 、 主 催 者 側 に て 用 意 し た も の （ 一 般 社 団 法 人 日 本 ボ ッ チ ャ

協 会 公 認 の も の ） を 使 用 す る 。  

ラ ン プ （ 勾 配 具 ） や グ ロ ー ブ 等 の 補 助 具 が 必 要 な 場 合 は 、 競 技 規 則

に 沿 っ た も の を 各 自 で 用 意 し 、 参 加 申 込 み の 際 に 、 申 込 み フ ォ ー ム に

入 力 す る こ と 。  

１ １  申 込 み 方 法 お よ び 期 間  

専 用 の 申 込 み フ ォ ー ム か ら 申 請 す る 。 申 込 み 期 間 は 令 和 ７ 年 １ １ 月  

２ ５ 日 （ 火 ） か ら １ ２ 月 ８ 日 （ 月 ） ま で と す る 。  

１ ２  代 表 者 会 議  

日 時  令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 （ 金 ）  午 後 ７ 時 ３ ０ 分 か ら  

会 場  青 梅 市 役 所  ２ 階  ２ ０ ４ ～ ２ ０ ６ 会 議 室  

内 容  大 会 の 説 明 、 注 意 事 項 、 試 合 の 組 合 せ 結 果 発 表 、 質 疑 応 答  

※ 試 合 の 組 合 せ は 事 務 局 に お い て 抽 選 を 行 い 決 定 す る 。  

１ ３  そ の 他  

 (1) ス ポ ー ツ ホ ー ル で は 必 ず 室 内 用 運 動 靴 を 使 用 す る こ と 。  

(2) 大 会 当 日 の 事 故 ・ ケ ガ に つ い て は 、 主 催 者 側 で 応 急 処 置 を 行 う が 、

以 後 の 責 任 は 負 い か ね る の で 注 意 す る こ と 。  

な お 、 事 故 ・ ケ ガ が 発 生 し た 場 合 は 、 各 地 区 で 開 催 す る 講 習 会 ・ 大

会 に つ い て 次 表 の 保 険 制 度 が 適 用 さ れ る の で 、 速 や か に 各 連 絡 先 宛 て

に 報 告 す る こ と 。（ た だ し 、大 会 出 場 予 定 チ ー ム が 自 主 的 に 行 う 非 公 式

の 練 習 を 除 く 。）  

発 生 日  発 生 場 所  適 用 保 険 制 度  連 絡 先  

２ 月 １ 日  
住 友 金 属 鉱 山

ア リ ー ナ 青 梅  

全 国 市 長 会 市 民 総 合

賠 償 補 償 保 険  
大 会 事 務 局  

上 記 以 外  
市 民 セ ン タ ー  

体 育 館  

公 民 館 総 合 （ 行 事 傷

害 ） 補 償 制 度  
各 市 民 セ ン タ ー  

１ ４  大 会 事 務 局  

青 梅 市 こ ど も 家 庭 部 子 育 て 応 援 課  児 童 ・ 青 少 年 係  

〒 198-8701 青 梅 市 東 青 梅 １ － １ １ － １ （ １ 階 １ ２ 番 窓 口 ）  

電 話 番 号 ０ ４ ２ ８ － ２ ２ － １ １ １ １ （ 内 線 ２ １ ４ ５ ）  

Ｅ - m a i l div1715@city.ome.lg.jp 

以  上  

mailto:div1715@city.ome.lg.jp

